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平成２９年黒石市教育委員会第５回定例会会議録 

 

日 時 及 び 場 所  平成２９年５月２５日（木）午後１時３０分 黒石市産業会館 大会議室 

   

会 議 出 席 委 員  教育長  山 内 孝 行 

          １ 番  鈴 木 美 香 

          ２ 番  駒 井 順 一 

          ３ 番  村 上 良 子 

          ４ 番  宇 野 元 雄 

 

会 議 欠 席 委 員  なし 

 

説明のために出席した者の職氏名 

  教 育 部 長  成 田 秀 範 

  指 導 課 長  佐 藤 正 徳 

   学 校 教 育 課 長  藤 田 克 文 

  社 会 教 育 課 長  駒 井 昭 雄 

  文化スポーツ課長補佐  鈴 木   徹 

  学 校 教育 課長 補 佐  西 塚   啓 

  学校教育課総務係長  須 藤 亜貴子（書記） 

 

会議に付した案件 

第１ 会議録の承認 

第２ 会期の決定 

第３ 会議録署名委員の指名 

第４ 教育長等の報告 

第５ 報告第 ２ 号 臨時代理した事務の報告について 

第６ 議案第３９号 黒石市教育委員会事務局の組織等に関する規則の一部改正について 

第７ 議案第４０号 黒石市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部改正について 

第８ 議案第４１号 教育財産の用途廃止について 

第９ 議案第４２号 教育財産の用途廃止について 

第１０ 議案第４３号 教育財産の用途廃止について 

第１１ 議案第４４号 教育財産の用途廃止について 

第１２ 議案第４５号 黒石市教育支援委員会委員の委嘱について 

第１３ 議案第４６号 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員

に係る懲戒処分等について 

 

会 議 の 顛 末 

 

開会宣告（午後１時３０分） 

 

第１ 会議録の承認 
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 平成２９年黒石市教育委員会第３回定例会及び第４回定例会の会議録については、全員異議なく、

原文を承認する。 

 

 

第２ 会期の決定 

 

  会期については、平成２９年５月２５日の１日とすることで、委員全員異議なく、決定する。 

 

 

第３ 会議録署名委員の指名 

 

  教育長が「宇野元雄委員」を指名する。 

 

 

第４ 議事前報告 

  

 １ 平成２８年度黒石市教育委員会が行った共催及び後援について 

 (1) 共催２件 

  (2) 後援４９件 

 

 

日程第１３は人事案件のため秘密会にしたい旨教育長から発議があり、委員全員異議なく、これを

可決する。 

 

 

第５  報告第 ２ 号 臨時代理した事務の報告について 

 

 教育部長が、処分第２号 黒石市立牡丹平公民館長の任命について、資料に基づき報告する。 

 

 

第６  議案第３９号 黒石市教育委員会事務局の組織等に関する規則の一部改正について 

 

 教育部長が資料に基づき説明し、審議に入り、全員異議なく原案を可決する。 

 

 

第７  議案第４０号 黒石市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部改正について 

 

 教育部長が資料に基づき説明し、審議に入り、全員異議なく原案を可決する。 

 

 

第８  議案第４１号 教育財産の用途廃止について（旧黒石市立六郷中学校の土地及び建物） 

 

 教育部長が資料に基づき説明し、審議に入る。 
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駒井委員  教育財産としての用途を廃止し市長部局へ引継ぎするということですが、引継ぎ後

のことは何か聞いているのですか。 

学校教育課長  引継いだ後に関しては市長部局で動くということで聞いておりますが、詳しい

内容までは聞いておりません。 

 

 全員異議なく原案を可決する。 

 

 

第９  議案第４２号 教育財産の用途廃止について（旧黒石市立東英中学校の土地及び建物） 

 

 教育部長が資料に基づき説明し、審議に入る。 

 

宇野委員  地域住民からは、学校の敷地や校舎の活用について意見は吸い取ってもらえるので

しょうか。 

教育部長  これまでも、市議会の定例会において、子どもたちが学校に通っている間は積極的

な話はしないという方針できています。普通財産に手続きをした後、協議ができるよ

うになります。ただし、要望等に関しまして聞いてはおりますので、今後詳しく話を

進めるかと思っております。 

宇野委員  教育財産の廃止とは、担当が教育委員会から市長部局に変わるということですね。 

教育部長  はい。 

 

  全員異議なく原案を可決する。 

 

 

第１０ 議案第４３号 教育財産の用途廃止について（旧黒石市立黒石幼稚園の土地及び建物） 

 

 教育部長が資料に基づき説明し、審議に入り、全員異議なく原案を可決する。 

 

 

第１１ 議案第４４号 教育財産の用途廃止について（旧黒石市立厚目内小中学校の土地及び建物） 

 

 教育部長が資料に基づき説明し、審議に入る。 

 

村上委員  厚目内小中学校が閉校になってから 10 年くらい経つわけですが、その間、地区の要

望のもとに活動があったのか、10 年経って現在こういう措置になったこと、それから

厚目内に上がっていく坂のところに学校の看板のようなものがありますが、あれは教

育委員会又は市長部局でなくすのか、あくまでも旧校舎がありますということであえ

てつけておくのか教えてください。 

学校教育課長  厚目内小中学校に関しましては、当初、厚目内地区で管理、運営するというこ

とで、今は委託で雪等の管理及び建物の清掃をしています。最初、建物の再利用方法

について地区の方から「とりあえずこのまま残しておいてほしい」という意見があり

まして、そのまま数年経ちました。一昨年前、校舎については売却の話があり、先に
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土地の分筆及び建物を分けて普通財産にしております。体育館に関しては、外壁がひ

どく風雪に耐えられない状況にありましたが、避難所になっていることから総務課に

移管する話を進めておりました。昨年度の春先の強風により屋根等にも被害があり、

十分ではありませんが保険対象となり、市からも多額な予算を出し外壁を直しました

ので、今回、引渡しすることになっております。グラウンドは、緊急のヘリポート等

になっております。看板に関しては、総務課と協議して検討してまいります。 

村上委員  ここに限らず、用途廃止になった学校にはとてもきれいな桜がありましたが、これ

からは市長部局で花が咲くように世話をしてくれるのでしょうか。 

学校教育課長  現在は教育財産ということでこちらで管理しておりましたが、市長部局に移り、

市で使うのか又は売却するのか、あちらで協議しながら、おそらく桜に関しては維持

管理が非常に大変なため、例えば民間に移った場合は切られる可能性は多分にあると

思われます。 

 

  全員異議なく原案を可決する。 

 

 

第１２ 議案第４５号 黒石市教育支援委員会委員の委嘱について 

   

 教育部長が資料に基づき説明し、審議に入る。 

 

宇野委員  教育支援委員会は、当該年度のみ委嘱され、次の年度になると新しく再任又は新任

ということで定例会に名簿が上がるわけですね。ちなみに昨年度の委員長の名前を教

えていただきたい。 

教育長  中郷小学校の牧野秀輝校長です。 

宇野委員  そうすると、教育支援委員会に上がった児童生徒の名簿、学校からの要望等を含め

て、教育委員会で引継ぎするということですか。 

学校教育課長  はい、そのとおりです。また、教育支援委員会の下に専門部会があり、そちら

で審議した結果を教育支援委員会に上げるという形になっております。 

宇野委員  教育支援委員会は年何回開いて、第 1回目はいつですか。 

教育長  第 1回は 6月 5日です。 

学校教育課長  年 4回を予定しております。昨年度は、対象の子どもたちがいなかったため 3回

で終了しています。予定として 4回ではありますが、対象となる児童生徒の増減によっ

て回数が変更になります。 

 

  全員異議なく原案を可決する。 

 

 

 公開審議を終了し、秘密会に移る。 

 

 

公開終了（午後２時１分） 
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 黒石市教育委員会会議規則（平成２５年黒石市教育委員会規則第１号）第１８条の規定

に基づき作成した平成２９年黒石市教育委員会第５回定例会の会議録について、同規則第

２０条の規定による承認を受けたので、同規則第２１条の規定に基づき、ここに署名する。 

 

 

平成２９年６月２７日 

 

 

黒石市教育長   （山 内 孝 行）  

 

 

黒石市教育委員   （宇 野 元 雄）  

 


